
令和６年度（R６．２月改訂） 

中山小 よいこのきまり 

 

１ 登校
とうこう

・始業前
しぎょうまえ

 

 (1) 交通
こうつう

のきまりを守
まも

り，いつも決
き

まった道
みち

（通学
つうがく

路
ろ

）を歩
ある

きます。 

 (2) ７時
じ

４０分
ぷん

から８時
じ

ごろまでに学校
がっこう

に着
つ

くようにします（始業
しぎょう

時刻
じこく

は８時
じ

１５分
ふん

）。 

 (3) 病気
びょうき

やけがのとき以外
いがい

は，歩
ある

いて登校
とうこう

します。 

 (4) 教室
きょうしつ

に入
はい

るときには，入
い

り口
ぐち

で立
た

ち止
ど

まって気持
き も

ちの良
よ

いにあいさつをしてから入
はい

ります。（こだま運動
うんどう

） 

 

 

２ 学習
がくしゅう

 

 (1) 始
はじ

まりのチャイム２分
ふん

前
まえ

までに席
せき

に着
つ

き，チャイムの間
あいだ

は黙想
もくそう

をします。 

 (2) 勉強
べんきょう

道具
どうぐ

（すべての持
も

ち物
もの

）には名前
なまえ

を書
か

き，大切
たいせつ

に使
つか

います。 

 (3) 学習
がくしゅう

に不必要
ふひつよう

な物
もの

は持
も

ってきません。 

※ 必
ひつ

要
よう

数
すう

以
い

上
じょう

のペンや消
け

しゴムは持ってきません。 

※ シャープペンシルは使
つか

いません。学
がく

習
しゅう

にはえんぴつを使
つか

います。 

 

３ 休
やす

み時間
じかん

 

 (1) 次
つぎ

の時間
じかん

の準備
じゅんび

をしてから休
やす

みます。 

 (2) ろうかや階段
かいだん

は静
しず

かに右側
みぎがわ

を歩
ある

き，お客
きゃく

さんに会
あ

ったら自分
じぶん

から先
さき

に軽
かる

く「会釈
えしゃく

」や「あいさつ」をします。 

 (3) 遊
あそ

んでいけない場
ば

所
しょ

（渡
わた

りろうか，中
なか

庭
にわ

，車
くるま

の近
ちか

くなど）で遊
あそ

びません。       

 (4) 校舎内
こうしゃない

では上
うわ

ばきを使
つか

い，上
うえ

ばきのまま外
そと

には出
で

ません。 

 (5) くつをはきかえるときなど，上
うわ

ばきや下
した

ばきで，すのこに乗
の

らないようにします。 

 

４ 給 食
きゅうしょく

時間
じかん

 

 (１) 手洗
てあら

い・うがいをすませ，マスクを着用
ちゃくよう

して，ランチョンマットを広
ひろ

げ，静
しず

かに配膳
はいぜん

を待
ま

ちます。 

  (２) 当番
とうばん

は服装
ふくそう

を整
ととの

え，静
しず

かに配膳
はいぜん

をします。 

 (３) 給 食
きゅうしょく

は好
す

ききらいをしたり，大声
おおごえ

で話
はなし

をしたりせず，楽
たの

しく食
た

べます。 

 (４) 食
た

べた後
あと

は，３分間
ふんかん

程度
ていど

，自分の机で丁寧
ていねい

に歯磨
はみが

きをします。（歯
は

ブラシをくわえたまま歩
ある

きません。） 

 

５ 掃除
そうじ

時間
じかん

 

 (１) 合図
あいず

があったら，すぐに掃除
そうじ

に取
と

りかかります。 

 (２) 「だいすき」そうじを守
まも

ります。 

    だ…だまって  い…いっしょうけんめい  す…すみずみまで  き…きれいに 

 (３) 時間
じかん

になったら，きちんと道具
どうぐ

の後始末
あとしまつ

をし，メンバーで反省
はんせい

をします。手洗
てあら

い・うがいをしっかりとしましょう。 
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６ 下校
げこう

 

 (１) 用事
ようじ

のない人
ひと

はさっさと帰
かえ

り，下校
げこう

時刻
じこく

までには，みんな下校
げこう

します。 

 (２) 寄
よ

り道
みち

をしないで通
つう

学
がく

路
ろ

を帰
かえ

ります。飛
と

び出
だ

したり，広
ひろ

がって歩
ある

いたりしません。 

 (３) 校庭
こうてい

を通
とお

るときは，校庭
こうてい

の端
はし

を歩
ある

きます。 

 (４) 週末
しゅうまつ

には上
うわ

ばきを持
も

ち帰
かえ

ります。 

 

７ 服装
ふくそう

（大
おお

まかなものは別紙
べっし

を参考
さんこう

に） 

 (１) 特別
とくべつ

な場合
ばあい

を除
のぞ

き，標 準 服
ひょうじゅんふく

で登
とう

下校
げこう

をし，帽子
ぼうし

はいつも正
ただ

しくかぶります。 

 (2) 自分
じぶん

の物
もの

（ハンカチ，帽子
ぼうし

，服
ふく

，靴下
くつした

，靴
くつ

など）には，必
かなら

ず名前
なまえ

を書
か

きます。 

 (3) 靴下
くつした

は白
しろ

で，膝下
ひざした

からくるぶしが隠
かく

れる長
なが

さの物
もの

を履
は

きます。 

 (4) 靴
くつ

は白
しろ

で外
そと

での運
うん

動
どう

に適
てき

した物
もの

を履
は

きます。 

 (5) 髪
かみ

の長
なが

さに気
き

を付
つ

け，学
がく

習
しゅう

に適
てき

した髪
かみ

型
がた

にします。 

 (6) 始業式
しぎょうしき

や終 業 式
しゅうぎょうしき

，卒業式
そつぎょうしき

などの儀式
ぎしき

の時
とき

は，男子
だんし

は白
しろ

の開襟
かいきん

シャツかYシャツ，女子
じょし

は白
しろ

のブラウスを着
き

ます。 

   ※ 上
うえ

のような儀式
ぎしき

以外
いがい

の時
とき

は，白
しろ

のポロシャツでも構
かま

いません。  

 

８ 校外
こうがい

での生活
せいかつ

  

 (1) 外
そと

に遊
あそ

びに行
い

く時
とき

には，家
いえ

の人
ひと

に行
ゆ

き先
さき

・用
よう

件
けん

・帰
かえ

る時
じ

刻
こく

などを伝
つた

えて出
で

かけ，決
き

められた時
じ

刻
こく

には家
いえ

に帰
かえ

り着
つ

くよ

うにします。（４月
がつ

～９月
がつ

は午後
ご ご

６時
じ

，１０月
がつ

～３月
がつ

は午後
ご ご

 5時
じ

） 

 (2) 子供
こども

だけで夜
よる

の外出
がいしゅつ

はしません。また，暗
くら

くなってから自転車
じてんしゃ

には乗
の

りません。 

 (3) 道路
どうろ

では，キックボードやスケートボード，ローラースケートなどに乗
の

りません。 

 (4) 自転車
じてんしゃ

乗
の

りのきまりを守
まも

ります（必
かなら

ずヘルメットをかぶります。） 

   ◆１・２年（家
いえ

の周
まわ

り） ◆３・４年（家
いえ

から近
ちか

い校
こう

区
く

内
ない

。ただし３年生
ねんせい

は交通量
こうつうりょう

の多
おお

い道路
どうろ

では乗
の

らない。） 

◆５・６年（校
こう

区内
くない

，校区外
こうくがい

のショッピングセンターなどへは行
い

きません。） 

 (5) 校区外
こうくがい

へは，おうちの人
ひと

（責任
せきにん

のもてる大人
おとな

）といっしょに出
で

かけましょう。 

 (6) 危険
きけん

な場所
ばしょ

（工事
こうじ

現場
げんば

・がけ下
した

・滝
たき

・川
かわ

・側溝
そっこう

など）での遊
あそ

びや，危険
きけん

な遊
あそ

び（子供だけでの水遊び，火
ひ

遊
あそ

び，刃
は

物
もの

，

エアガンなど）はしないようにします。 

 (7) 大人
おとな

と一緒
いっしょ

でもゲームセンターやゲームコーナーには行
い

きません， 

(8) お金
かね

（カード類
るい

も）や物
もの

（ゲームソフトなど）の貸
か

し借
か

りはしません。 

(9) 見
み

知
し

らぬ人
ひと

に誘
さそ

われても絶
ぜっ

対
たい

について行
い

きません。もしも声
こえ

をかけられたときは，すぐ逃
に

げます。 

できれば車
くるま

のナンバーやその人
ひと

の様子
ようす

（顔
かお

や体
からだ

の大
おお

きさ，服装
ふくそう

など）を覚
おぼ

えておくようにします。 

(10) 地域
ちいき

（あいご会
かい

や町内会
ちょうないかい

など）の行事
ぎょうじ

には，進
すす

んで参
さん

加
か

します。 

 (11) おうちの人
ひと

がいないときは，勝手
かって

に友達
ともだち

を家
いえ

にあげたり，あがったりしないようにします。 

(12) 子供
こども

だけで飲食店
いんしょくてん

で食事
しょくじ

をしたり，用事
ようじ

がないのにお店
みせ

に入
はい

ったりしません。 
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中山小学校のルールについて        （Ｒ６．２月改訂） 

                  

【 校庭・遊び 】 

 ・ ボールを蹴って遊んではいけない。（ボールは没収） 

 ・ 築山に入ってはいけない。（正門近くの記念碑築山・北校舎側掲揚台築山） 

 ・ 駐車場に立ち入らない。（正門周辺，中庭，北２校舎南側，バックネット裏） 

 ※ 校庭遊びのルールについては別途提案 

【 登下校 】 

 ・ 登下校の時には校庭の中央を通らない。（滑り台側か，鉄棒・北校舎側） 

 ・ 原則歩いて登校する。事情があって送迎が必要な時は，正門側駐車場で乗降する。 

・ 児童は給食室側の通用門から入ってはいけない。 

 ・ マフラー，ネックウォーマー，手袋を着用しての登校は認めるが，登校して教室に入った時点でとる。 

 ・ 使い捨てカイロは持ってこない。 

 ・ 放課後は，いったん自宅に下校してからでないと遊びに行ってはいけない。 

 ・ ランドセルを背負ったまま店に立ち寄らない。 

 ・ 登校後，忘れ物に気づいても，学校から取りに帰らない。また，学校に忘れ物をして下校しても放課後，学校に取り

に来ない。やむをえないときには職員室によって教室に入る許可をもらう。（一緒に教室まで付き添う） 

【 玄関 】 

 ・ すのこの上には土足でも，上履きでも乗らない。 

 ・ トイレのすのこの上は，上履きで乗ってもよい。 

 ・ 週末には必ず上履きを持ち帰る。（体育館シューズについては毎週でなくともよい） 

 ・ 雨に濡れる所へは上履きのまま出ない。 

 ・ 靴箱にくつを入れるときは，かかとをそろえる。 

【 校舎内・移動 】 

 ・ 特別教室への移動は廊下に全員が並んでから，必ず担任が引率して静かに移動する。 

 ・ 階段を下りるときは最終のステップで一旦停止 

 ・ 全校朝会等，体育館での集会活動の時には出発時刻が示されるのでそれを守る。 

 ・ 各階の校舎を繋ぐ踊り場スペースで遊んではいけない。（座り込んでも） 

 ※ 給食室への移動や引率のきまりについては給食室より別途提案 

【 持ち物 】 

 ・ 携帯電話は原則持込禁止なので，敷地内で使用していた場合には，許可証の所持があるか確認し，許可証がある場合

は敷地外で使うように指導し，許可証がない場合は担任もしくは生徒指導主任へ連絡する。許可証の更新手続きは毎年

行う。 

 ・ 不要な金銭は持ってこない。 

 ・ ランドセルや手提げカバンに，キーホルダーなどをつけない。 

【 教員 】 

 ・ 退庁時に教室や廊下の照明を消し，廊下側の窓は開け，出入り口の戸は閉めて帰る。 

 ・ 各施設の鍵については必ず教員が管理する。（クラス札をつけること） 

 ・ 子供も教師も子供の名前を呼ぶときは「さん」付けで呼ぶ。 

・ 児童の下校時刻に下校させ，早すぎたり遅すぎたりすることがないようにする。また日直の仕事等も下校時刻までに

は済ませる。 

 ・ 原則居残りはさせない。どうしても必要なときには，保護者と相談して設定する。 

 ・ 児童が旅行に行ったときなどのお土産のお菓子は配らせない。（食物アレルギー等への恐れ） 

 ・ 事務室から必要な物を持ち出すときには，子供にはさせずに教員が記入してから持ち出す。 
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